
お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

普通貸付をご活用ください
臨時で資金が必要になった際は普通貸付をぜひご活用ください。

貸付を受ける際には所定の審査が必要となります。共済貸付および他の金融機関等からの借入金に対する毎月の返
済額が基本給月額の30％を超える場合や、年間の返済額が年収（基本給月額×16）の30％を超える場合は、貸付を
受けることができません。貸付の詳細は、当組合ホームページや『共済事業のあらまし』をご覧ください。

11..2626
貸付限度額

最大200万円
※給与月額の6倍まで

便利な

給与天引き
ボーナス併用OK！

連帯保証人

不要

利年 ％

共済だより
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